
「もーに」着ぐるみ 貸与規程  

☆料金 

１．使用料は、１日（クリーニング代含む）１体あたり以下のとおり。 

なお、２日目以降は１日につき ５，２５０円 。輸送にかかる日数は加算されません。 

① 一般（宇和島商工会議所会員以外）    ２１，０００円  

② 宇和島商工会議所会員                １０，５００円  

※ 企業単体で使用する場合には、小学生以下を対象とするイベントに限ります。 

※ 但し、宇和島商工会議所から委託し、着ぐるみを使用してもらう場合は無料。 

③ 着ぐるみ着るスタッフ付 使用料プラス １日（４時間以上８時間）１２，０００円 。 

半日（４時間未満）７，０００円。 都度休憩を取らせて下さい。 

スタッフの手配が出来ない場合がありますので、事前にご相談下さい。 

 
☆使用について 

１．キャラクターのイメージを損なう場合や正しく使用されないおそれがあるときには、使

用の取り消しをするとともに以後の貸出しを禁止します。 

２．許可を受けた目的以外に使用、またはその使用の権利を譲渡もしくは転貸しないで下さ

い。 

３．衣装（着ぐるみ）は可燃性の素材を使用しております。火気又は危険物の近辺では使用

しないで下さい。 

４．荒天時、雨天時の屋外での使用は禁じます。また、野外では、長時間使用したり、地面

に直接置いたり、座ったりしないで下さい。 

５．着ぐるみは丁寧に扱って下さい。また、イベント使用の場合、着ぐるみ１体に付きスタ

ッフを１名配置して下さい。 

６．使用後は、風通しの良い場所で陰干しして下さい。きちんと乾燥する事により次回の人

が気持ち良く使用できます。（市販の除菌消臭スプレーを使用して下さい） 

７．着ぐるみは使用後、原状に復した後、速やかに返却して下さい。 

（運搬は専用の箱を使ってください。箱の大きさは縦９２㎝ 横９２㎝ 高さ９２㎝です） 

 

☆着用について 

１．個人差はありますが、連続３０分以上（特に夏季）の着用は止めて下さい。 

２．夢が壊れるため、こどもたちの前では脱がないで下さい。 

３．適用サイズは身長150cm～165 cmです。着ぐるみ着用者は女性に限ります。 
 

☆損害・破損・紛失 

１．借受者が使用したことにおいて被った被害及び第三者への損害に対しては、借受者側で

解決するものとし、当所はその責任を負いません。 

２．片手で持ったり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。汚損した場合は、補修

費の実費をいただきます。 

 

☆その他 

１．着用前に箱の中に備え付けのオリジナル着ぐるみ取扱説明書、着ぐるみ着用手順を必ず

お読み下さい。 



平成  年  月   日 

 

宇和島商工会議所 専務理事  様 

 

      住       所 

      団体・会社名 

                          代 表 者 名                 ㊞   

      電 話 番 号 

 

「もーに」着ぐるみ借用申請書 

 

ご指示のとおり貸与規程を遵守いたしますので、下記のとおり「もーに」着ぐるみの借用

を申請します。 
 

記 
 

１．借用期間 平成   年   月   日  ～   月   日 

２．使用日時 
平成   年   月   日  ～   月   日              

もーに登場時間：    ：    ～    ：    頃まで 

３．使用目的 

内   容 

 

４．使用場所 
（場所名称等） 

 

５．使用品名 
Ａ．「もーにくん」着ぐるみ一式 （頭・胴・足・３点） 

Ｂ．「もーにちゃん」着ぐるみ一式（頭・胴・足・３点） 

６．返却予定日 平成   年   月   日 

７．管理担当者 氏名           携帯・ＴＥＬ   （    ） 

８．添付書類 事業の内容がわかる書類（チラシ・要綱など） 

９．料  金          円（          ） 

【条件１】 使用料は、１日 （クリーニング代含む）１体あたり以下のとおり。 

なお、２日目以降は１日につき５，２５０円 。輸送にかかる日数は加算されません。 

① 一般（宇和島商工会議所会員以外）  ２１，０００円 

② 宇和島商工会議所会員        １０，５００円 

③ 着ぐるみ着るスタッフ付 使用料プラス１日（４時間以上８時間）１２，０００円 

半日（４時間未満）  ７，０００円   ※スタッフの手配が出来ない場合があります。 

【条件２】荒天時、雨天時の使用は禁じます。 

【条件３】 許可を受けた目的以外に使用、またはその使用の権利を譲渡もしくは転貸しないこと。 

【条件４】借受者が使用したことにおいて被った被害及び第三者への損害に対しては、借受者側

で解決するものとし、当所はその責任を負いません。また、汚損した場合は、補修費の実費をい

ただきます。 


